
事務 ト

理

,013 17,675

経

16,692 16,9

費

11 0 16,911 0

[

伸び率（％） △1.9

長

% 2.1% 0.6% 2

期

.3% 34.6% 28

総

.3% △4.3% △1

合

00% 0% 0%

人件費

計

正規職員 34,364

画

38,630 39,6

]

26 43,596 39

そ

,521 24,121

の

31,428 0 0 0

正

他

規職員以外 6,351

分

5,001 5,643

野

10,447 11,2

別

77 12,000 7,

目

158 0 0 0

小計 40

標

,715 43,631

４

45,269 54,0

誰

43 50,798 36

も

,121 38,586

が

0 0 0

国庫支出金 2,

安

048 2,048 2,

心

094 2,093 3,

し

807 3,807 3,

て

921 0 3,921 0

住

県支出金 859 972

み

897 1,137 99

続

3 1,151 1,19

け

3 0 1,193 0

市　

ら

　債 0 0 0 0 0 0 0 0

れ

0 0

そ の 他 12 1

る

3 12 16 12 25 3

持

8 0 38 0

一般財源（

続

税等） 10,137 9

可

,689 10,133

能

9,767 12,86

な

3 11,709 11,

ま

759 0 11,759

ち

0

所要人数 正規職員 4

事

.43 4.98 5.0

業

9 5.60 5.03 3

区

.07 4.00 0.0

分

0 0.00 0.00

（

(

人） 正規職員以外 3.

2

11 2.18 3.12

)

3.45 3.78 4.

自

10 3.17 0.00

治

0.00 0.00

主な

事

予算内訳
委託料 12

務

,456千円　負担金

○

補助及び交付金　2,

法

177千円　報償費　

定

1,048千円

受託事務

３　目標及び実績

○

指標名 単位 令和03年

そ

度 令和04年度 令和0

の

5年度 令和06年度 令

他

和07年度

活
動
指
標

精

政

神科病院への訪問件数

　

回
目標値

実績値 99 1

策

37 126

達成度(%

７

) % % % % %

精神保健

健

相談及び家庭訪問等件

康

数
件

目標値

実績値 7,

で

087 7266 554

元

0

達成度(%) % % %

気

% %

精神障害にも対応

に

した地域包括ケアシス

暮

テムの協議の場の開催

ら

数
回

目標値 6 6 6 6 6

せ

実績値 6 6 6

達成度(

る

%) 100% 100%

環

100% % %

成
果
指
標

境

精神病床における１年

づ

以上の入院患者数
人

目

く

標値

実績値 428 42

り

3 401

達成度(%)

会

% % % % %

精神保健福

計

祉法第23条（警察官

一

通報）件数
件

目標値

実

般

績値 21 26 43

達成

会

度(%) % % % % %

精

計

神障害にも対応した地

款

域包括ケアシステムの

衛

協議の場の参加者数
人

生

目標値 90 90 90 1

費

50 150

実績値 11

施

1 133 214

達成度

　

(%) 123.3% 1

策

44.4% 237.8

４

% % %

保健医療

事

対策の推進 会計・ 項 保健衛生費

予算区分 目 保健所費

取組方針 ４
精神保健対策の充実 大事業 保健所事業

中事業 精神保健関係事業

事業種別 継続 関連個別計画 地域保健医療計画

事業年度 無し ～ 無し 担当課・担当課長・Tel 保健対

業

策課 谷井　朋子 488-5104

事業実施の根拠法令 精神保健福祉法 関連課 障害者支援課

１　事業内容
（「誰・何」をどういう状態にするための事業か） 全体事業概要

事
業
目
的

市民の精神

チ

保健福祉に関する理解の促進と、精神障害者福祉の向上を 精神疾患の早期発見、早期治療を促進するとともに、精神障害のある方やその家族等への相談支援を行い

図る。 、精神障害者福祉の向上を図る。また精神疾患に対す

ェ

る偏見をなくし、さらに市民のこころの健康の保持

向上を図るための普及啓発を行う。

事
業
内
容

令和03年度 令和04年度 令和05年度 令和06年度 令和07年度

精神保健相談業務、受診援助 精神保健

事

相談業務、受診援助 精

ッ

務

神保健相談業務、受診

事

援助 精神保健相談業務

業

、受診援助 精神保健相

N

談業務、受診援助

業務

o

、障害者手帳や自立支

事

援 業務、障害者手帳や

業

自立支援 業務、障害者

名

手帳や自立支援 業務、

[

障害者手帳や自立支援

事

業務、障害者手帳や自

ク

業

立支援

医療重心医療等

基

申請に関する 医療重心

本

医療等申請に関する 医

情

療重心医療等申請に関

報

する 医療重心医療等申

]

請に関する 医療重心医

3

療等申請に関する

進達

9

業務を実施し、精神保

4

健 進達業務を実施し、

精

精神保健 進達業務の実

シ

神

施し、精神保健 進達業

保

務 進達業務

及び精神障

健

害者福祉の向上を 及び

関

精神障害者福祉の向上

係

を 及び精神障害者福祉

事

の向上を

図った。 図っ

業

た。 図った。

事業区

ー

分

２　事業コス

(

ト

事業費等（千円）
令

1

和03年度 令和04年

)

度 令和05年度 令和0

事

6年度 令和07年度

当

業

初予算 決算 当初予算 決

経

算 当初予算 決算 当初予

費

算 決算 計画 決算

事業費

○

13,056 12,7

管

22 13,136 13



性

的な協議を継続し

なが

]

ら、今後さらに当事者

事

や家族の方々のご意見

業

を踏まえてさらに推進

手

させていくこととして

段

いる。併せて、普及啓

は

発の推

見直し・改善内

妥

容 進の一環として心の

当

サポーター養成にも取

か

り組んでいくこととし

現

ている。ひきこもり支

行

援については、対象者

の

やその家族へ

の支援に

手

とどまらず、支援を推

段

進させるための体制整

で

備検討の場としてひき

よ

こもり支援プラットフ

い

ォーム連絡会議を継続

○

し

て開催し、現状把握

一

、情報収集等に取り組

部

むこととしている。　

見直しが必要 見直しが必要

[妥当性]官民の役割は妥当か ○ 市が行うべき 他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか ○ 急いで取り組む 中長期的に取り組む 緊急性は薄い

[有効性]更に効果が期待できるか ○ できる あまりできない できない

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか 達成している（90%以上） ○ おおむね達成（70～90%未満） 達成していない（70%未満）

[有効性]上位施策への貢献度 ○ 重要かつ高い貢献度がある 一定の貢献度がある 貢献度は低い

[効率性]事業費を抑制できるか ○ できない 制約はあるが可能性はある できる

[効率性]受益者負担の見直し 適正 ○ 負担は求められない 見直しが必要

５　今後の方向性（担当課評価）

事
業
内
容
の
方
向
性

充実 ○

現状維持

縮小

廃止

ゼロ 縮小 現状維持 拡大

コスト投入の方向性

　精神保健福祉業務として、精神障害者やその家族、依存症関連問題やひきこもりの状況にある方々、さらにはメンタルヘ

ルスに関する諸問題を抱える方々に対

４

し、医療・保健及び福

　

祉に関する施策を総合

事

的に実施することによ

業

り、精神障害者の

地域

の

生活ならびに自立と社

評

会経済活動が促進され

価

ている。今後もその充

評

実のためにさらなる取

価

り組みを続けなければ

基

ならな

担当課評価の根

準

拠
い。取組みの中で、

[

ひきこもりの状況にあ

妥

る方々や家族等から断

当

続的に相談支援等を求

性

められている状況であ

]

る。精神障害

の有無や

事

程度にかかわらず、誰

業

もが地域の一員として

の

安心して自分らしく暮

ニ

らすことができるよう

ー

、精神障害にも対応し

ズ

た

地域包括ケアシステ

は

ムの構築を推進する必

あ

要がある。また、精神

る

疾患の発生の予防、そ

か

の他精神保健福祉の向

○

上のための施

策や普及

増

啓発等の取り組みを継

加

続、充実させる必要が

し

ある。

　活動指標の相

て

談及び家庭訪問につい

い

ては、目標値を設定す

る

ることがなじまないた

横

め空欄としている。成

ば

果指標に関して、

精神

い

保健福祉法第２３条の

減

警察官通報件数を指標

少

とし、治療中断や未治

し

療の方へのアウトリー

て

チ支援を充実させるこ

い

とで、

件数の減少を図

る

ることとしている。精

[

神障害にも対応した地

妥

域包括ケアシステムの

当

構築については、定期


